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条 例
奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の一部を改正するする条例を
ここに公布する。
平成28年９月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第34号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
正する条例

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例（平成27年奈良市条例第42号
）の一部を次のように改正する。
別表第１中12の項を14の項とし、11の項を13の項とし、
10の項の次に次のように加える。

別表第２に次のように加える。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成28年９月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職手当
の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
平成28年９月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第35号

奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職
手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
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11 市長 特定不妊治療を受けた夫婦に対する治療費
の助成に関する事務であって規則で定める
もの

12 市長 一般不妊治療等を受けた夫婦に対する治療
費の助成に関する事務であって規則で定め
るもの

12 市長 特定不妊治療を受けた夫婦
に対する治療費の助成に関
する事務であって規則で定
めるもの

地方税関係情
報であって規
則で定めるも
の

13 市長 一般不妊治療等を受けた夫
婦に対する治療費の助成に
関する事務であって規則で
定めるもの

地方税関係情
報であって規
則で定めるも
の



奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職手当
の特例に関する条例（平成24年奈良市条例第38号）の一部
を次のように改正する。
第２条中「平成24年７月１日」を「平成28年７月１日」
に改める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成28年９月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例
をここに公布する。
平成28年９月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第36号

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入
れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改
正する条例

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人等を定める条例（平成25年奈良市条例
第58号）の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成28年９月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例をここに公布する。
平成28年９月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第37号

奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例

奈良市特別職の職員の給与に関する条例（昭和27年奈良
市条例第29号）の一部を次のように改正する。
附則中第12項を第14項とし、第11項を第12項とし、同項
の次に次の１項を加える。
（平成28年12月及び平成29年６月に支給する期末手当に
関する特例措置）
13 平成28年12月及び平成29年６月に支給する市長の期末
手当の額は、第６条の規定にかかわらず、同条の規定に
より算出した額から、その額に100分の10を乗じて得た
額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切
り捨てた額）を減じた額とする。
附則中第10項を第11項とし、第９項の次に次の１項を加
える。
10 平成28年10月１日から同年12月31日までの間、市長等

の給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定す
る額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた
額とする。ただし、第５条、第６条及び第７条第３項の
規定を適用する場合における給料月額は、同表に規定す
る額とする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成28年９月30日掲示済）

規 則
奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第１の規則で定める事務
を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成28年９月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第58号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第１の
規則で定める事務を定める規則の一部を改正する規
則

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第１の規則で定める事務
を定める規則（平成27年奈良市規則第97号）の一部を次の
ように改正する。
第13条中「12の項」を「14の項」に改め、同条を第15条
とする。
第12条中「11の項」を「13の項」に改め、同条を第14条
とする。
第11条の次に次の２条を加える。
第12条 条例別表第１の11の項の規則で定める事務は、奈
良市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施規則（平成
28年奈良市規則第60号）第６条第１項の申請の受理、そ
の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する
応答に関する事務とする。
第13条 条例別表第１の12の項の規則で定める事務は、奈
良市一般不妊治療費等助成事業実施規則（平成28年奈良
市規則第61号）第６条第１項の申請の受理、その申請に
係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関
する事務とする。

附 則
この規則は、平成28年10月１日から施行する。

（平成28年９月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第２の規則で定める事務
及び情報を定める規則の一部を改正する規則をここに公布
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する。
平成28年９月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第59号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第２の
規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改
正する規則

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第２の規則で定める事務
及び情報を定める規則（平成27年奈良市規則第98号）の一
部を次のように改正する。
本則に次の２条を加える。
第13条 条例別表第２の12の項の規則で定める事務は、奈
良市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施規則（平成
28年奈良市規則第60号）第６条第１項の申請に係る事実
についての審査に関する事務とし、同表の12の項の規則
で定める情報は、当該申請に係る対象者に係る市民税関
係情報とする。
第14条 条例別表第２の13の項の規則で定める事務は、奈
良市一般不妊治療費等助成事業実施規則（平成28年奈良
市規則第61号）第６条第１項の申請に係る事実について
の審査に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める
情報は、当該申請に係る対象者に係る市民税関係情報と
する。
附 則

この規則は、平成28年10月１日から施行する。
（平成28年９月30日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施規則をこ
こに公布する。
平成28年９月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第60号

奈良市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施規則
（目的）
第１条 この規則は、特定不妊治療については、１回の治
療費が高額であり、その経済的負担が重いことから、特
定不妊治療費助成金（以下「助成金」という。）を交付
することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目
的とする。
（定義）
第２条 この規則において「特定不妊治療」とは、不妊治
療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次の
各号のいずれかに該当するものを除く。
⑴ 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供に
よる不妊治療

⑵ 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵
子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫

の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入
して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
⑶ 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等によ
り、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を
体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し
て、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
（対象者）
第３条 助成金の交付を受けることができる者（以下「対
象者」という。）は、市内に住所を有し、次の各号のい
ずれにも該当する者とする。
⑴ 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦
であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠
の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断さ
れたものであること。
⑵ 夫及び妻の前年（１月から５月までの申請について
は前々年）の所得の合計額が730万円未満であること。
この場合において、所得の範囲及び額の算出方法につ
いては、児童手当法施行令（昭和46年政令第281号）
第２条及び第３条の規定を準用する。
⑶ 治療開始の初日における妻の年齢が43歳未満である
夫婦であること。
（対象となる治療等）
第４条 助成金の交付の対象となる治療は、対象者が特定
不妊治療の実施につき、高い技術の下に十分な理解と倫
理観をもって対処できる医療機関で受けた特定不妊治療
（卵胞が発育しない等により卵子採取に至らない場合を
除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した
場合を含む。）とする。
（助成の額及び期間）
第５条 助成金は、１夫婦における１回の治療（採卵準備
のための投薬期間から、体外受精又は顕微授精１回に至
る過程をいう。また、以前に行った体外受精又は顕微授
精により作られた受精胚による凍結胚移植も１回とみな
す。第３項において同じ。）につき15万円まで（別図の
Ｃ及びＦに該当する場合は１回の治療につき７万５千円
まで）交付する。
２ 前項の規定にかかわらず、初回の治療（別図のＣ及び
Ｆに該当する場合を除く。）に係る助成金については、
30万円まで交付する。
３ 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取
するための手術（以下「男性不妊治療」という。）（別図
のＣに該当する場合を除く。）を行った場合は、前２項
の規定による助成金のほか、１回の治療につき15万円ま
で助成金を交付する。
４ 助成金の通算助成回数は、初回助成に係る治療期間の
初日における妻の年齢が40歳未満であるときは６回まで、
40歳以上43歳未満であるときは３回までとする。
５ 他の自治体が実施する特定不妊治療に係る助成を受け
ている場合は、この規則に定める助成を受けたものとみ
なし、当該助成の回数を通算して前各項の規定を適用す
るものとする。
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（助成の申請及び決定）
第６条 助成金の交付を受けようとする者は、奈良市不妊
に悩む方への特定治療支援事業助成金交付申請書（別記
第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請し
なければならない。
⑴ 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書（
別記第２号様式）

⑵ 指定医療機関が発行する領収書の写し
⑶ 治療開始日において、法律上の婚姻をしている夫婦
であることを証明する書類（戸籍謄本等）

⑷ 夫及び妻の住所を確認できる書類（住民票の写し又
は戸籍の附票）

⑸ 夫及び妻の所得額を証明する書類（課税証明書等）
２ 前項の規定にかかわらず、同項第４号及び第５号の書
類により証する事実が公簿等により確認できるときは、
当該書類の添付を省略することができる。
３ 第１項の申請は、特定不妊治療が終了した日の属する
年度内に行わなければならない。ただし、当該終了した
日が年度末であることその他市長が特別の事情があると
認めたときは、この限りでない。
４ 市長は、第１項の申請があったときは、速やかにこれ
を審査し、助成の可否及び金額を決定の上、申請者に通
知するものとする。
（補則）
第７条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関
し必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成28年10月１日から施行する。
（経過措置）
２ 第５条の規定にかかわらず、平成25年度以前からこの
規則に基づく助成金に相当する助成を受けている夫婦で
あって、平成27年度までに通算５年間助成を受けている
ものについては、助成金を交付しない。
３ この規則の施行の日前に対象者がこの規則に基づく助
成金に相当する助成を受けているとき（未交付である場
合を含む。）は、当該助成をこの規則に基づく助成とみ
なし、第５条第２項の規定は適用しない。
４ この規則の施行の日前に対象者がこの規則に基づく助
成金に相当する助成を受けているとき（未交付である場
合を含む。）は、当該助成をこの規則に基づく助成金と
みなして、第５条第４項の規定を適用する。

― 5 ―

奈 良 市 公 報 第333号
平成29年８月１日
（火 曜 日）



別記
第１号様式（第６条関係）
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第２号様式（第６条関係）
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（平成28年９月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市一般不妊治療費等助成事業実施規則をここに公布
する。
平成28年９月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第61号

奈良市一般不妊治療費等助成事業実施規則
（目的）
第１条 この規則は、一般不妊治療等を受けている夫婦に
対し、奈良市一般不妊治療費等助成金（以下「助成金」
という。）を交付することにより、当該夫婦の経済的な
負担軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与するこ
とを目的とする。
（定義）
第２条 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲
げる法律をいう。
⑴ 健康保険法（大正11年法律第70号）
⑵ 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）
⑶ 船員保険法（昭和14年法律第73号）
⑷ 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）
⑸ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）
⑹ 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）
２ この規則において「一般不妊治療等」とは、医療保険
各法の規定による療養の給付の対象となる不妊治療（診
断のための検査、治療効果を確認するための検査等治療
の一環として実施される検査を含む。第４条において同
じ。）及び人工授精等（奈良市不妊に悩む方への特定治
療支援事業実施規則（平成28年奈良市規則第60号）に基
づく特定不妊治療費助成金の交付の対象となる治療を除
く。）をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する
ものを除く。
⑴ 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供に
よる不妊治療

⑵ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法に
より注入して行う不妊治療

⑶ 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外
の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わり
に妊娠・出産するもの

３ この規則において「自己負担額」とは、一般不妊治療
等について医療保険各法の規定により医療に関する給付
が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定
によって被保険者又は被扶養者が負担した額から、当該
法令に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負
担金に相当する額並びに法令の規定による払戻額その他
これに相当するものが支給されている場合のその額に相
当する額を控除した額をいう。
（対象者）
第３条 助成金の交付を受けることができる者（以下「対
象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者
とする。

⑴ 一般不妊治療等を受けた法律上の婚姻をしている夫
婦であって、夫婦のいずれか一方又は両方が市内に住
所を有していること。
⑵ 夫及び妻が医療保険各法の被保険者又は被扶養者で
あること。
⑶ 夫及び妻の前年（１月から５月までの申請について
は前々年）の所得合計額が730万円未満であること。
この場合において、所得の範囲及び額の算出方法につ
いては、児童手当法施行令（昭和46年政令第281号）
第２条及び第３条の規定を準用する。
⑷ 一般不妊治療等を受けた日における妻の年齢が４３
歳未満である夫婦であること。
（助成対象）
第４条 助成の対象となる費用は、対象者が市内に住所を
有する期間において産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器
科を標ぼうする医療機関における一般不妊治療等に要し
た費用（不妊治療にあっては自己負担額、人工授精に
あっては治療費の全額とし、文書料、個室料等治療に直
接関係のない費用を除く。）及び一般不妊治療等に関し
当該医療機関において交付された処方せんにより調剤を
受けた薬局等に支払った費用とする。
（助成金の期間及び額）
第５条 助成する期間は、助成を開始した診療日の属する
月から起算して２年とする。
２ 助成金の額は、前条の対象経費の２分の１（その額に
１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）と
し、１夫婦について、１年度当たりの助成金の額の上限
は５万円、前項の期間における助成金の合計額の上限は
10万円とする。
（助成の申請及び決定）
第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請
者」という。）は、奈良市一般不妊治療費等助成金交付
申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて
市長に申請しなければならない。
⑴ 奈良市一般不妊治療費等助成金交付医療機関等証明
書（別記第２号様式）
⑵ 医療機関等発行の領収書の写し
⑶ 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する
書類
⑷ 夫及び妻の所得額を証明する書類
⑸ その他市長が必要と認める書類
２ 前項の規定にかかわらず、同項第４号及び第５号の書
類により証する事実が公簿等により確認できるときは、
当該書類の添付を省略することができる。
３ 申請者は、第１項の申請の際、第３条第２号に該当す
ることを証するため被保険者証を提示しなければならな
い。
４ 第１項の申請は、一般不妊治療等を受けた日の属する
年度内に行わなければならない。ただし、当該終了した
日が年度末であることその他市長が特別の事情があると
認めたときは、この限りでない。
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５ 市長は、第１項の申請があったときは、速やかにこれ
を審査し、助成の可否及び金額を決定の上、申請者に通
知するものとする。
（補則）
第７条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関
し必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成28年10月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の日前に対象者がこの規則に基づく助
成金に相当する助成を受けているとき（未交付である場
合を含む。）は、当該助成をこの規則に基づく助成とみ
なして、第５条の規定を適用する。
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別記
第１号様式（第６条関係）
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第２号様式（第６条関係）
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（平成28年９月30日掲示済）

告 示
奈良市告示第573号
公募型プロポーザル方式により、奈良市観光センター機
能強化整備及びサービス施設運営の企画提案及び実施事業
者を選定するので、次のとおり告示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 施設の所在地及び名称
奈良市上三条町23番地の４
奈良市観光センター

２ 公募事項
⑴ 業務名
奈良市観光センター機能強化整備業務委託及びサー
ビス施設運営

⑵ 業務内容
観光センターの改修（機能強化整備）とサービス施
設（飲食・物販店舗等）の運営

⑶ 契約期間及び行政財産使用許可期間
①機能強化整備（業務委託契約）
契約日から平成29年３月31日まで

②サービス施設運営（行政財産使用許可）
平成29年４月１日から原則10年間

以下省略
（平成28年９月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第574号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 奈良市公衆便所維持管理業務委託（ＪＲ

奈良駅）
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 業務場所 奈良市三条本町1082番地

ＪＲ奈良駅高架下公衆便所
⑷ 委託期間 平成28年10月１日から平成29年３月31日

まで
以下省略

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第575号
介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項及び
第115条の９第１項の規定に基づき、下記のとおり指定居
宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定
を取り消しましたので、同法第78条及び第115条の10の規

定により公示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
指定取消の内容
⑴ 事業者の名称 株式会社優友
⑵ 事業者の所在地 大阪府堺市堺区材木町西１丁１番

12号ヴィラ平成405号
⑶ 事業所の名称 ピーチ訪問介護ステーション
⑷ 事業所の所在地 奈良市西大寺赤田町一丁目４番26

号２Ｆ
⑸ 取 消 年 月 日 平成28年10月１日
⑹ サービス種類 訪問介護、介護予防訪問介護

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第576号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

近鉄西大寺駅南土地区画整理事業整備工事（その２）
ほか33件（各工事の工事名、工事場所、工期、工事概要、
予定価格、最低制限基準価格及び最低制限モデル型算出
価格は別表のとおり）
以下省略

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第577号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

測量設計業務委託（疋田町地内・中部第1333号線）
（各業務の業務場所、業務期間、業務概要、予定価格、
最低制限基準価格は別表のとおり）
以下省略

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第578号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
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⑴ 業 務 名 電線類美化事業にかかる測量設計業務委
託

⑵ 業務場所 奈良市林小路町地内他
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年３月17日まで
⑷ 業務概要 委託延長Ｌ＝500ｍ

地下構造物設計一式 道路設計一式
応用測量一式

⑸ 予定価格 11,950千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限基準価格 8,751千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成28年９月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第579号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。

平成28年９月１日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 携帯型デジタル簡易無線機（登録局）
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 奈良市八条五丁目404番地の１

奈良市消防局総務課
⑷ 納入期限 平成28年12月28日
⑸ 担 当 課 奈良市消防局総務課

電話 0742－35－1199
以下省略

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第580号
介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規
定により、指定居宅サービス事業者を廃止しましたので、
同法第78条第２号の規定により公示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

―15―

奈 良 市 公 報 第333号
平成29年８月１日
（火 曜 日）

【介護予防訪問介護・訪問介護】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2970102808 奈良市中山町43番地 サポートセンター
花花

奈良県生駒市鹿ノ台北１
丁目25番地の１ 株式会社 椿井 平成28年

８月31日

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第581号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第
42条の２第１項及び第53条第１項の規定により、指定居宅
サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者及び指定

介護予防サービス事業者を指定しましたので、同法第78条
第１号、第78条の11第１号及び第115条の10第１号の規定
により公示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2990100428 奈良市石木町800 エリシオン巡回型
ステーション 奈良市石木町800 医療法人仁誠会 平成28年

９月１日

2970107302 奈良市宝来四丁目４－12 リールデイサービス宝来

奈良市大宮町六丁目１番
地８ 新大宮公健ビル６
階

株式会社リールス
テージ

平成28年
９月１日

2970107310 奈良市高天市町22番地３ リールデイサービ
ス高天市

奈良市大宮町六丁目１番
地８ 新大宮公健ビル６
階

株式会社リールス
テージ

平成28年
９月１日

2970107328 奈良市西九条町二丁目４－３
リールデイサービ
ス西九条

奈良市大宮町六丁目１番
地８ 新大宮公健ビル６
階

株式会社リールス
テージ

平成28年
９月１日

2970107336 奈良市南京終町六丁目568番地９ 訪問介護おっはー 奈良市南京終町646番地 株式会社脇阪 平成28年
９月１日

2970107344 奈良市中山町43番地 サポートセンター
花花

奈良市朝日町一丁目５番
地の12 株式会社花花 平成28年

９月１日



（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第582号
介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第
78条の５第２項、第115条の５第２項及び第115条の15第２
項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着

型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定
地域密着型介護予防サービス事業者を廃止しましたので、
同法第78条第２号、第78条の11第２号、第115条の10第２
号及び第115条の20第２号の規定により公示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

―16―

平成29年８月１日
（火 曜 日）第333号 奈 良 市 公 報

地域密着：
2990100436
介護予防：
2970107351

奈良市学園北一丁目15番
１号102号室

ききょうデイサー
ビス 奈良市杉ヶ町33番地３ 株式会社月芳 平成28年

９月１日

【（介護予防）通所介護】

【（介護予防）訪問介護】

【（介護予防）認知症対応型通所介護】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970106254 奈良市高天市町22－３ デイサロン八重桜 奈良市法蓮町410番
地の２

株式会社八
重桜 3150001009097 平成28年

８月31日

2970105959 奈良市宝来４－４－12
デイサービス八重
桜宝来

奈良市法蓮町410番
地の２

株式会社八
重桜 3150001009097 平成28年

８月31日

2070102600 奈良市西九条町２－４－３
デイ＆ナイトサー
ビス八重桜

奈良市法蓮町410番
地の２

株式会社八
重桜 3150001009097 平成28年

８月31日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970106957 奈良市西大寺芝町１丁目５－６
ケアサービス寿寿
西大寺

大阪府東大阪市横小
路町４－６－18

株式会社寿
寿 9122001013200 平成28年

８月15日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2990100071 奈良県奈良市南紀寺町５－53－５
ハートランドケア
デイサービス紀寺

奈良県生駒郡三郷町
勢野北４－13－1

一般財団法
人信貴山病
院

9150005003264 平成28年
８月31日

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第583号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する

指定自立支援医療機関として下記のとおり指定したので、
同法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成28年９月１日 すいれん薬局 奈良市学園朝日町２－12 すいれん薬局
森本 勢通子

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第584号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。

平成28年９月１日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 処分の根拠
移動日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設



３ 処分年月日
平成28年９月１日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成28年２月２日、同月４日、同月８日、同月12日、

同月14日、同月16日、同月19日、同月22日及び同月25日
（平成28年９月１日掲示済）

―――――――――――――――――――

奈良市告示第585号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
51条第１号の規定に基づき告示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

―17―

奈 良 市 公 報 第333号
平成29年８月１日
（火 曜 日）

１ 指定年月日 平成28年９月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102553 株式会社花花 631-0014
奈良県奈良市朝日
町一丁目５番地の
12

サポートセ
ンター花花 631-0012 奈良県奈良市中山町43

居宅介護
重度訪問介護
行動援護

2910102561 株式会社脇阪 630-8141 奈良県奈良市南京終町646番地
訪問介護
おっはー 630-8141

奈良県奈良市南京
終町六丁目568番地
９

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第586号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者を指定しましたので、
同法第51条の30第２項第１号の規定に基づき告示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 指定年月日 平成28年９月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2930100710
特定非営利
活動法人和
合会

632-0221 奈良県奈良市都祁白石町2307番地
ＣＯＣＯＬ
Ｏ 632-0221 奈良県奈良市都祁白石町2307番地 計画相談支援

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第587号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
51条第２号の規定に基づき告示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910100433 株式会社椿井 631-0012 奈良県奈良市中山町43
サポートセ
ンター花花 631-0012 奈良県奈良市中山町43

居宅介護
重度訪問介護
行動援護

2910102066
特定非営利
活動法人和
合会

632-0221 奈良県奈良市都祁白石町2307番地

障害福祉サ
ービス事業
所ＣＯＣＯ
ＬＯ

632-0221 奈良県奈良市都祁白石町2307番地 生活介護

１ 廃止年月日 平成28年８月31日

（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第588号
なら・まほろば景観まちづくり条例（平成２年奈良市条
例第12号）第14条第１項の規定により都市景観形成建築物

等の指定をしたので、同条第６項及びなら・まほろば景観
まちづくり条例施行規則（平成２年奈良市規則第21号）第
８条の規定により次のとおり告示します。
平成28年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸



（平成28年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第589号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）生産緑
地地区を変更するため、都市計画法（昭和43年法律第100
号）第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規
定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦
覧に供します。
平成28年９月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）生産
緑地地区
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市秋篠町、学園南三丁目、西大寺芝町二丁目、三
条大路三丁目、敷島町一丁目、敷島町二丁目、四条大路
五丁目、平松二丁目、平松三丁目、平松五丁目、法蓮町、

三碓三丁目及び六条一丁目の各一部
３ 変更に係る都市計画の案の縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間
平成28年９月２日から平成28年９月16日まで

５ 意見書の提出要領
この都市計画の案について意見書を提出しようとする
者は、本案についての意見の要旨及びその理由を具体的
に記載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を
市長あてとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成28年
９月16日までに必着するように提出してください。

（平成28年９月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第590号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があ
りましたので、同法第55条の３の規定により次のとおり告
示します。
平成28年９月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

―18―

平成29年８月１日
（火 曜 日）第333号 奈 良 市 公 報

名 称 森川家塀

所 在 地 奈良市鵲町12番１

概 要 焼杉腰板張り漆喰塗塀 延長5.8ｍ

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

旧 PAL訪問看護ステーション 奈良県奈良市北之庄西町二丁目８番14
平成28年６月20日

新 PAL訪問看護ステーション 奈良県奈良市柏木町509－１－212

（平成28年９月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第591号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を休止した旨の届出がありま

したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成28年９月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

ぽれぽれ訪問看護ステーション 奈良県奈良市四条大路二丁目860－１ 平成28年２月29日

（平成28年９月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第592号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成28年９月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 沢井病院ケアプランセンター 奈良県奈良市法蓮町602番地１ 一般財団法人沢井病院
平成28年７月11日

新 沢井病院ケアプランセンター 奈良県奈良市法蓮町986番地２ 一般財団法人沢井病院

旧 PAL訪問看護ステーション 奈良県奈良市北之庄西町二丁目
８番14 株式会社PAL GLAD

平成28年６月20日
新 PAL訪問看護ステーション 奈良県奈良市柏木町509－１－

212 株式会社PAL GLAD



（平成28年９月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第593号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から事業を休止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成28年９月２日

奈良市長 仲 川 元 庸

―19―

奈 良 市 公 報 第333号
平成29年８月１日
（火 曜 日）

指定介護機関

休止した施設又は休止した事業の種類 休止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ぽれぽれ訪問看護ステ
ーション

奈良県奈良市四条大路二丁目
860－１ 居宅 訪問看護

介護予防 訪問看護 平成28年２月29日
株式会社 ひまわりの
会

奈良県奈良市登美ケ丘二丁目２
番15号

福祉相談サービスセン
ター・あいびす

奈良県奈良市帝塚山南四丁目11
－７

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成28年５月１日特定非営利活動法人ア
メニティー・ライフサ
ポート・アシスト

奈良県奈良市西木辻町91番地の
４

居宅 訪問介護
介護予防 訪問介護 平成28年７月31日

エルケア株式会社 エ
ルケア新大宮ケアセン
ター

奈良県奈良市大宮町五丁目３番
14号 不動ビル201号室

エルケア株式会社
大阪府大阪市北区中崎西二丁目
４番12号 梅田センタービル25
階

（平成28年９月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第594号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年９月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年９月２日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで

７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成28年９月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第595号
公有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を
実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）
第167条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市
規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成28年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する公有財産物件

以下の物件を個別に入札に付し、各々売り払う。詳細
は、ヤフー株式会社がインターネットにて提供するイン
ターネット公有財産売却システム（Yahoo!オークション
官公庁オークション）による。



※「予定価格」とは最低売却価格であり、この金額以上の
入札額を有効とする。
以下省略

（平成28年９月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第596号
公有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を
実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）
第167条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市

規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成28年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する公有財産物件

以下の物件を個別に入札に付し、売り払う。詳細は、
ヤフー株式会社がインターネットにて提供するインター
ネット公有財産売却システム（Yahoo!オークション 官
公庁オークション）による。
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平成29年８月１日
（火 曜 日）第333号 奈 良 市 公 報

物件番号 名称 所在 地番 地目 地積(㎡) 予定価格(円) 入札保証金(円)

土地－１

奈良市
佐保台西町
（旧人権啓発
センター）
（建物付）

奈良市
佐保台西町

114－3
115－4 宅 地 1000.02㎡

194.02㎡

99,000,000 9,900,000
家屋
番号 種類 構造 延床面積

114－3 事務所
鉄筋コンク
リート造
３階建

858.8㎡

（土地１件）

（自動車７件）

物件番号 物件名 初年度登録 排気量（L) 予定価格（円) 入札保証金（円)

車－１ トヨタカローラバン 平成13年１月 1.49 10,000 1,000

車－２ ホンダパートナー 平成13年３月 1.49 10,000 1,000

車－３ マツダファミリアバン 平成11年６月 1.49 10,000 1,000

車－４ ダイハツハイゼットカーゴ 平成14年２月 0.65 10,000 1,000

車－５ ダイハツハイゼットカーゴ⑵ 平成14年２月 0.65 10,000 1,000

車－６ トヨタスプリンターバン 平成８年５月 1.49 10,000 1,000

車－７ 消防積載車（軽自動車） 平成５年 0.65 50,000 5,000

※「予定価格」とは最低売却価格であり、この金額以上の
入札額を有効とする。
以下省略

（平成28年９月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第597号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条例第３条第４項の規定により告示します。
平成28年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
以下省略

（平成28年９月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第598号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し

たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年９月５日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺
及び近鉄菖蒲池駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年９月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第599号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）、同法第131条の規定に基づく配当計
算書（謄本）については、その送達を受けるべき者の住所
等が不明のため送達することができないので、地方税法（



昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により、
次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成28年９月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第600号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年９月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 嘱託登記業務委託（六条三丁目地内他・

六条石木線他）
⑵ 業務場所 奈良市六条三丁目地内他
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年３月31日まで
⑷ 業務概要 嘱託登記業務一式
⑸ 予定価格 11,740円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限価格 7,044円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成28年９月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第601号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定
介護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成28年９月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第333号
平成29年８月１日
（火 曜 日）

指定介護機関

廃止した施設又は廃止した事業の種類 廃止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ホームケアー株式会社奈
良ヘルパーステーション 奈良県奈良市川久保町６－１ 居宅 福祉用具貸与

居宅 特定福祉用具販売
介護予防 福祉用具貸与
介護予防 特定介護予防福祉用具販売

平成28年６月30日

ホームケアー株式会社 大阪府大阪市中央区内本町１
－１－10

（平成28年９月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第602号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成28年９月６日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

アップル薬局 奈良県奈良市宝来三丁目３－20
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年８月８日

株式会社アップル薬局 奈良県奈良市宝来三丁目３－20

はるかぜ薬局 奈良県奈良市西紀寺町38番地
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年９月１日

株式会社 麗 奈良県奈良市佐紀町2139番地の
４

（平成28年９月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第603号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。



平成28年９月６日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 許可の年月日及び番号
平成28年８月９日 奈良市指令整開 第16Ａ－21号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成28年９月６日 第1538号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市法蓮町1920番11及び1920番12

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
大和高田市北土庫160－５

松田 博子
（平成28年９月６日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第604号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規
定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成28年９月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

―22―

平成29年８月１日
（火 曜 日）第333号 奈 良 市 公 報

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

髙塚 秀樹

はり・きゅう 平成28年８月29日
アキュモ鍼灸院 奈良県奈良市青山二丁目２－

14

大須賀 潤

はり・きゅう 平成28年８月29日
アキュモ鍼灸院 奈良県奈良市青山二丁目２－

14

（平成28年９月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第605号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年９月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 調達案件名
休日夜間応急診療所等で使用する電力調達

⑵ 電力調達の数量及び特質
別紙仕様書のとおり

⑶ 調達場所
別紙仕様書のとおり

⑷ 調達期間
平成29年３月１日から平成30年２月28日まで（地方
自治法第234条の３に基づく長期継続契約）

⑸ 各施設担当課
別紙担当課一覧のとおり

⑹ 入札方法
入札は、総計金額（電力供給仕様書等に示した月ご
との契約電力及び予定使用電力量に対して、入札者が
設定した契約電力に対する月額の単価（基本料金）、
使用電力量に対する単価（電力量料金）及び特約割引
料金等に基づき計算した額（力率割引、燃料費調整相
当額、太陽光発電促進付加金及び再生可能エネルギー
発電促進賦課金は含まない。））で行います。ただし、
契約は単価によるものとします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（
当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金
額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望単価（税込）を入札書の積算表に記載し、算出し
た金額の108分の100に相当する金額を入札書の入札金
額欄に記載してください。

以下省略
（平成28年９月８日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第606号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年９月９日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年９月８日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄西ノ
京駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年９月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第607号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築



基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成28年９月９日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成28年９月９日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第608号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定により指定した道路（昭和44年６月25日第44019
号）を次のとおり形状変更の指定をしたので建築基準法施
行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定により公
告します。
平成28年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成28年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第609号
介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項及び
第115条の９第１項の規定に基づき、下記のとおり指定居
宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定
を取り消しましたので、同法第78条第３号及び第115条の
10第３号の規定により公示します。
平成28年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
指定取消の内容
⑴ 事業所の名称 アコール訪問看護ステーション
⑵ 事業所の所在地 奈良市あやめ池南一丁目１番14号
⑶ 取 消 年 月 日 平成28年９月30日
⑷ サービス種類 訪問看護、介護予防訪問看護

（平成28年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第610号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成28年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

―23―

奈 良 市 公 報 第333号
平成29年８月１日
（火 曜 日）

申請者住所 奈良市平松五丁目30番３－１号

申請者氏名 リアルアセット株式会社
代表取締役 久保西 竜成

道路の位置 奈良市疋田町二丁目641番の一部

道路の幅員 最大4.12ｍ 最小4.12ｍ

道路の延長 27.90ｍ

指定年月日 平成28年９月９日

指 定 番 号 第Ｈ2804号

申請者住所 奈良市西大寺東町二丁目１番63号

申請者氏名 三和住宅株式会社
代表取締役 小林 正樹

道路の位置 奈良市六条町235番16の一部及び235番17

変 更 部 分 転回広場の形状変更（8.25×7.93)

指定年月日 平成28年９月12日

指 定 番 号 第Ｈ2809号

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

田村医院 奈良県奈良市東城戸町29 平成28年７月31日

木田歯科医院 奈良県奈良市窪之庄町123－４ 平成28年７月31日

コトブキ薬局 奈良店 奈良県奈良市北市町57－３ 平成28年７月31日

ひよこ薬局 奈良県奈良市菅原町649－１ 平成28年７月31日

（平成28年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第611号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ
り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。



平成28年9月12日 奈良市長 仲 川 元 庸

―24―

平成29年８月１日
（火 曜 日）第333号 奈 良 市 公 報

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

もりもとクリニック 奈良県奈良市南京終町710－１ 平成28年９月12日

コトブキ薬局 奈良店 奈良県奈良市北市町57－１ 平成28年８月１日

きらら薬局 阪奈菅原店 奈良県奈良市菅原町649－１ 平成28年８月１日

サン薬局 京終店 奈良県奈良市南京終町710番地１ 平成28年９月１日

（平成28年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第612号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成28年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

エリシオン巡回型ステー
ション 奈良県奈良市石木町800

定期巡回随時対応型訪問介護看護 平成28年９月１日
医療法人仁誠会 奈良県奈良市石木町800

リールデイサービス宝来 奈良県奈良市宝来四丁目４－
12 居宅 通所介護

介護予防 通所介護
平成28年９月１日

株式会社リールステージ 奈良県奈良市大宮町六丁目１
番地８ 新大宮公健ビル６階

リールデイサービス高天
市

奈良県奈良市高天市町22番地
３ 居宅 通所介護

介護予防 通所介護
平成28年９月１日

株式会社リールステージ 奈良県奈良市大宮町六丁目１
番地８ 新大宮公健ビル６階

リールデイサービス西九
条

奈良県奈良市西九条町二丁目
４－３ 居宅 通所介護

介護予防 通所介護
平成28年９月１日

株式会社リールステージ 奈良県奈良市大宮町六丁目１
番地８ 新大宮公健ビル６階

訪問介護おっはー 奈良県奈良市南京終町六丁目
568番地９ 居宅 訪問介護

介護予防 訪問介護
平成28年９月１日

株式会社脇阪 奈良県奈良市南京終町646番地

サポートセンター花花 奈良県奈良市中山町43番地
居宅 訪問介護
介護予防 訪問介護

平成28年９月１日
株式会社花花 奈良県奈良市朝日町一丁目５

番地の12

ききょうデイサービス 奈良県奈良市学園北一丁目15
番１号102号室

地域密着型通所介護 平成28年９月１日
株式会社月芳 奈良県奈良市杉ヶ町33番地３



（平成28年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第613号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事業

を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成28年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

―25―

奈 良 市 公 報 第333号
平成29年８月１日
（火 曜 日）

ききょうデイサービス 奈良県奈良市学園北一丁目15
番１号102号室

介護予防 通所介護 平成28年９月１日

株式会社月芳 奈良県奈良市杉ヶ町33番地３

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地
漆畑 将大

柔道整復 平成28年５月２日
つつみ鍼灸整骨院 奈良県奈良市六条一丁目１番

12号

（平成28年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第614号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年９月11日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成28年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第615号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成28年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第616号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年９月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年９月13日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年９月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第617号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ
り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成28年９月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

こんどう泌尿器科・内科クリニック 奈良県奈良市南京終町710－１ 平成28年９月12日

（平成28年９月13日掲示済） ―――――――――――――――――――



奈良市告示第618号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第７条第１項の規定により次の場所を自転
車等放置禁止区域に指定したので、同条第２項の規定によ
り告示します。
平成28年９月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
ＪＲ奈良駅周辺（別図のとおり）
別図省略

（平成28年９月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第619号
平成28年奈良市告示第214号(予防接種の実施）の一部を
次のように改正する。
平成28年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成28年９月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第620号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成28年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
第２工区（西谷）法面成形工事ほか15件（各工事の工
事名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、最低制限
基準価格及び最低制限モデル型算出価格は別表のとおり
）
以下省略

（平成28年９月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第621号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成28年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
伏見分団菅原町ポンプ格納庫増築に伴う建築設計業務
委託（各業務の業務場所、業務期間、業務概要、予定価
格、最低制限基準価格は別表のとおり）
以下省略

（平成28年９月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第622号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 月ヶ瀬小中一貫校建設に伴う高圧受変電

設備設置工事
⑵ 工事場所 奈良市月ヶ瀬尾山2551番地
⑶ 工事期間 契約の日から平成29年３月31日まで
⑷ 工事概要 電気設備工事一式 建築工事一式
⑸ 予定価格 25,470千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 21,266千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成28年９月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第623号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年９月15日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成28年９月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第624号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、次のように道路の供用を開始します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成28年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸

―26―

平成29年８月１日
（火 曜 日）第333号 奈 良 市 公 報

路線名 区 間 延長（ｍ)
幅員（ｍ) 備 考

北部第699号線 芝辻町85番10地先から 芝辻町11番22地先まで Ｌ＝231.0
Ｗ＝16.0



（平成28年９月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第625号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成28年９月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成28年９月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第626号
平成25年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部税務室市民
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ
ば、いつでも交付します。
平成28年９月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成28年９月16日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第627号
平成26年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部税務室市民
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ
ば、いつでも交付します。
平成28年９月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成28年９月16日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第628号
平成27年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部税務室市民
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ
ば、いつでも交付します。
平成28年９月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成28年９月16日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第629号
平成28年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部税務室市民
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ
ば、いつでも交付します。
平成28年９月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成28年９月16日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第630号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成28年９月20日

奈良市長 仲 川 元 庸

―27―

奈 良 市 公 報 第333号
平成29年８月１日
（火 曜 日）

申請者住所 奈良市西大寺小坊町４番４号

申請者氏名 山本 和子

道路の位置 奈良市西大寺北町二丁目450番３、
457番、458番２の各一部、450番２

道路の幅員 最大４ｍ 最小４ｍ

道路の延長 38.8ｍ

指定年月日 平成28年９月16日

指 定 番 号 第Ｈ2805号

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり



（平成28年９月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第631号
身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市

身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成28年９月20日

奈良市長 仲 川 元 庸

―28―

平成29年８月１日
（火 曜 日）第333号 奈 良 市 公 報

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成28年
９月６日 大前 美奈子

社会医療法人
松本快生会

西奈良中央病院
奈良市鶴舞西町１－15 呼吸器内科

（呼吸器機能障害）

平成28年
９月７日 開道 貴信

独立行政法人
国立病院機構

奈良医療センター
奈良市七条二丁目789番地

脳神経外科
（視覚障害 聴覚障害
平衡機能障害 音声・言語
機能障害 肢体不自由）

平成28年
９月12日 原田 幸児

社会医療法人
松本快生会

西奈良中央病院
奈良市鶴舞西町１－15

内科・腎臓内科
（肢体不自由 心臓機能
障害 じん臓機能障害）

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成28年
９月９日 中瀬 有遠 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目

50番１号
消化器外科

（ぼうこう・直腸機能障害）

（平成28年９月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第632号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により二名城ヶ丘自治会から告示した事項の変更の
届出がありましたので、同条第10項の規定により次のとお
り告示します。
平成28年９月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月10日

（平成28年９月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第633号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年９月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成28年７月20日 奈良市指令整開 第16Ａ－12号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成28年９月20日 第1539号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市五条町163番１、164番１、200番１及び202番１
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都品川区大崎一丁目11番２号
株式会社ローソン 代表取締役 玉塚 元一

（平成28年９月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第634号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年９月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 事業概要

本事業は、「地方公共団体情報セキュリティ強化対策
費補助金」を活用し、パソコンからの情報持ち出し不可
設定及びパソコンへのアクセス制御（二要素認証）を導
入することで、自治体情報セキュリティ対策の抜本的強
化を図るものである。
なお、ネットワーク分離に係る作業は既存事業者が、

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

小河 勝
奈良市二名四丁目
1193番地の36

森本 英嗣
奈良市二名四丁目
1193番地の25



LGWAN接続系等に新規で設置するサーバ構築について
は、LGWAN接続系システム等構築事業者（「奈良市情
報セキュリティ強化対策事業（LGWAN接続系システム
等構築業務）」における構築事業者）がこれを行う。

２ 事業範囲
⑴ 事業内容
ア 機器の導入
イ 設計
作業計画、システム・運用設計、セキュリティ設
計、システム設計、移行設計

ウ 設置
機器等の設置、LAN 敷設等

エ．設定
サーバ設定（データ、環境移行含む）、パソコン
設定（展開スケジュール等調整作業含む）

⑵ 本稼動の予定日
平成29年３月１日

⑶ 作業実施場所
•奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所中央棟６階 情報政策課内

•奈良市内サーバ室内
•他、「（別添１）入札仕様書」の「（別紙２）設定
実施場所一覧」に記載の拠点

⑷ 仕様
詳細な仕様は、「（別添１）入札仕様書」のとおり

以下省略
（平成28年９月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第635号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年９月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 事業概要
本事業は、総務省より提示された「新たな自治体情報
セキュリティ対策の抜本的強化に向けて」の指針に基づ
き、自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化を図るも
のである。
なお、ネットワーク分離に係る作業は既存事業者に、

パソコンからの情報持ち出し不可設定及びパソコンへの
アクセス制御（二要素認証）システムについては、二要
素認証システム等構築事業者（「二要素認証・媒体制御
システム構築業務委託」における構築事業者）がこれを
行う。
２ 事業範囲
⑴ 事業内容
ア 導入
機器（ソフトウェアライセンス含む）等の導入・
設置

イ 設計
作業計画、システム・運用設計、セキュリティ設
計、システム設計、移行設計
ウ 設置

機器等の設置、LAN敷設、電源敷設等
エ 設定

サーバ設定（データ、環境移行含む）、パソコン
設定（展開スケジュール等調整作業含む）
オ 運用保守

ハードウェア・ソフトウェア保守、運用サポート
⑵ 本稼動の予定日

平成29年３月１日
⑶ 作業実施場所

•奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所中央棟６階 情報政策課内
•奈良市内サーバ室内
他、「（別添１）入札仕様書」の「（別紙２）設定
実施場所一覧」に記載の拠点

⑷ 仕様
詳細な仕様は、「（別添１）入札仕様書」のとおり

以下省略
（平成28年９月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第636号
平成28年10月23日に執行する大和都市計画事業（奈良国
際文化観光都市建設事業）ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理
審議会委員選挙の選挙人名簿について、土地区画整理法施
行令（昭和30年政令第47号）第21条第３項の規定に基づく
異議の申出がなく、同令第22条第４項の規定に基づくこの
選挙において選挙すべき委員の数及びその予備委員の数を
次のとおり定めたので、同条第１項及び第４項の規定によ
り公告します。
平成28年９月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 宅地の所有者が選挙すべき委員の数 ８人
２ 宅地について借地権を有する者が選挙すべき委員の数

０人
３ 宅地の所有者が選挙すべき委員の予備委員の数 ４人
４ 宅地について借地権を有する者が選挙すべき予備委員
の数 ０人

（平成28年９月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第637号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年９月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
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２ 移動年月日
平成28年９月20日

３ 移動対象区域
ＪＲ近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄
駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年９月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第638号
平成28年奈良市議会９月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成28年９月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成28年度奈良市一般会計補正予算（第２号）
２ 平成28年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第
１号）
３ 平成28年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第２号
）
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（平成28年９月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第639号
平成28年奈良市議会９月定例会において認定の議決がな
された次に掲げる奈良市歳入歳出決算及び奈良市公営企業
決算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条
第６項の規定により、別紙のとおり公表します。
平成28年９月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成27年度奈良市一般会計歳入歳出決算
２ 平成27年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入
歳出決算
３ 平成27年度奈良市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
４ 平成27年度奈良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出
決算
５ 平成27年度奈良市市街地再開発事業特別会計歳入歳出
決算
６ 平成27年度奈良市公共用地取得事業特別会計歳入歳出
決算
７ 平成27年度奈良市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
８ 平成27年度奈良市介護保険特別会計歳入歳出決算
９ 平成27年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会
計歳入歳出決算
10 平成27年度奈良市針テラス事業特別会計歳入歳出決算
11 平成27年度奈良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算

12 平成27年度奈良市病院事業会計決算
13 平成27年度奈良市水道事業会計決算
14 平成27年度奈良市都祁水道事業会計決算
15 平成27年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計決算
16 平成27年度奈良市下水道事業会計決算
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